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(57)【要約】
　本出願は、化粧品用のポット（１）であって、前記ポ
ット（１）は、蓋（３）を回転させることによって開か
れ、この回転は、カバー（５）と、蓋（３）を形成する
装着プレート（４）との間に相対回転をもたらし、それ
によって結合要素（４１０）の枢動を引き起こし、結合
要素は、ポットの閉じられた位置では、ポット（１）の
ベース（２）のネック部（２０１）内に形成された少な
くとも１つの切欠部（２０２）内に係合されている、ポ
ットに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース（２）と、ベース（２）を閉じるための蓋（３）とを備える化粧ポットであって
、
　蓋（３）が、結合プレート（４）と呼ばれる内側部分と、キャップ（５）と呼ばれる外
側部分とを備え、結合プレート（４）およびキャップ（５）は、互いに対して回転可能に
装着され、それにより、蓋（３）は、静止位置と、結合プレート（４）およびキャップ（
５）が静止位置に対して互いに対して回転される、開放位置とをとるように構成され、
　結合プレート（４）が、
　支持体（４００）と、
　支持体（４００）上に装着され、支持体に対して傾斜可能である少なくとも１つの結合
部材（４１０）であって、爪（４１１）を備え、蓋（３）が静止位置にあるときに少なく
とも第１の位置、および蓋（３）が開放位置にあるときに第２の位置をとるように構成さ
れ、第２の位置は、少なくとも１つの結合部材（４１０）が第１の位置に対して傾斜され
る位置である、少なくとも１つの結合部材と、
　支持体（４００）にリンクされた少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）であって、
少なくとも１つの結合部材（４１０）を第１の位置に戻すように構成される、少なくとも
１つの結合戻り部材と、を備え、
　キャップ（５）が、軸方向カム（５０４）であって、蓋の底部（５０３）に対して突出
する少なくとも１つの活性ゾーン（５０５）を形成するプロファイルによって画定され、
少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）と共働し、少なくとも１つの結合部材の傾斜を
駆動する少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）を弾性的に変形させるように構成され
る、軸方向カムを備え、
　ベース（２）が、少なくとも１つの周囲くぼみ（２０２）が設けられたネック部（２０
１）を備え、蓋（３）の少なくとも１つの結合部材（４１０）の爪（４１１）が、蓋（３
）が静止位置にあり、ポット（１）が閉じられたとき、ベース（２）のネック部（２０１
）の少なくとも１つのくぼみ（２０２）内に係合されることを特徴とする、化粧ポット。
【請求項２】
　蓋（３）が、位置戻り部材（４０７）を備え、位置戻り部材（４０７）が、結合プレー
ト（４）の支持体（４００）にリンクされ、さらに、キャップ（５）にリンクされ、位置
戻り部材（４０７）は、蓋（３）が静止位置にあるときに中立構成にあり、蓋（３）が開
放位置にあるときに変形された構成にあり、位置戻り部材（４０７）は、蓋（３）を静止
位置に自動的に戻すために、蓋（３）が開放位置にあるときに結合プレート（４）に対す
るキャップ（５）の反回転を誘発することを特徴とする、請求項１に記載のポット。
【請求項３】
　位置戻り部材（４０７）が、結合プレート（４）の支持体（４００）内に形成されたス
ロット（４０４）内に保持され、キャップ（５）内に形成されたスロット（５０６）内に
も保持されたブレードであることを特徴とする、請求項１または２のいずれかに記載のポ
ット。
【請求項４】
　軸方向カム（５０４）が、環状形状のものであることを特徴とする、請求項１から３の
いずれか一項に記載のポット。
【請求項５】
　軸方向カム（５０４）の少なくとも１つの突出活性ゾーン（５０５）が、対称平面を有
し、それにより、蓋（３）のキャップ（５）および結合プレート（４）は、互いに対して
、時計回り方向に、または反時計回り方向に回転するように構成されることを特徴とする
、請求項１から４のいずれか一項に記載のポット。
【請求項６】
　少なくとも１つの結合部材（４１６）が、環状形状のものであり、少なくとも１つの隆
起部（４１７）を有し、軸方向カム（５０４）の少なくとも１つの突出活性ゾーン（５０
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５）は、蓋が開放位置にあるとき、少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）の少なくと
も１つの隆起部（４１７）と共働することを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項
に記載のポット。
【請求項７】
　少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）が、少なくとも１つの隆起部を有する少なく
とも１つの第１の波形座金を備えることを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に
記載のポット。
【請求項８】
　少なくとも１つの結合戻り部材（４１６）が、第１の波形座金と少なくとも１つの第２
の波形座金とを備え、第２の波形座金は、少なくとも１つの隆起部および少なくとも１つ
のトラフを備え、第１の波形座金および第２の波形座金は、第１の波形座金の少なくとも
１つの隆起部を第２の波形座金の少なくとも１つのトラフに向かい合わせる関係で互いに
組み立てられ、それにより、第１の波形座金および第２の波形座金は、反対に配置される
ことを特徴とする、請求項７に記載のポット。
【請求項９】
　蓋（３）が、各々が爪（４１１）を備える少なくとも２つの傾斜可能な結合部材（４１
０）を備え、各々の結合部材（４１０）は、蓋（３）が静止位置にあるときに第１の位置
、および蓋（３）が開放位置にあるときに第２の位置をとるように構成され、各々の結合
部材（４１０）の第２の位置は、各々の結合部材（４１０）が第１の位置に対して傾斜さ
れる位置であり、蓋（３）の各々の結合部材（４１０）の爪（４１１）は、蓋（３）が静
止位置（１）にあり、ポットが閉じられたときにベース（２）のネック部（２０１）の少
なくとも１つのくぼみ（２０２）内に係合されることを特徴とする、請求項１から８のい
ずれか一項に記載のポット。
【請求項１０】
　蓋（３）が、少なくとも２つの結合部材（４１０）の各々を自動的に第１の位置（３）
に戻すように構成された単一の結合戻り部材（４１６）を備えることを特徴とする、請求
項９に記載のポット。
【請求項１１】
　ベース（２）が、少なくとも１つの結合部材（４１０）が、蓋（３）がベース（２）上
にある状態で第１の位置にあるとき、蓋（３）の結合プレート（４）をベース（２）に対
して配向して保つように構成された少なくとも１つのリブを備えることを特徴とする、請
求項１から１０のいずれか一項に記載のポット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、ポットの分野、特に化粧ポットの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、化粧品用のポットは、一般的にガラスまたはプラスチックのベース、すなわち、
ネック部がその上に載せられた容器を備え、このネック部の直径のサイズは、開口部を広
くするために、ベースの断面寸法に近いものである。ベースは、一般的にはネック部上に
ねじ込まれる蓋によって閉じられる。蓋は、さらに、一般的には、含まれた製品を良好に
保つように閉じるための密封をもたらす役割を有するシールが装備される。
【０００３】
　しかし、ネック上に存在するねじ山形態のねじ山により、特定の高さにわたってベース
の他の部分から離れたネック部およびさらに比較的高い高さの蓋が必要とされ、換言すれ
ば、ねじ山形態の存在が、ネック部の高さおよび蓋の厚さの寸法に関して制約を課してい
るという事実において欠点が存在する。
【０００４】
　さらに、特にねじ込むための停止部を有さない丸いポットの場合、ポットを閉じるユー
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ザは、蓋のベース上への締め付けがいつ終わるかを決定することが難しい。過剰な締め付
けは、経時的に、シールの破壊を誘発する。不十分な締め付けは、シールが適切な密封を
もたらさないことを意味する。いずれの場合も、空気がポットに入る恐れがあり、または
処方物、すなわち、ポット内に含まれた生成物の揮発性生成物が、ポットから逃げる恐れ
があり、それにより、処方物が経時的に劣化するというリスクが生じる。
【０００５】
　ベースおよび蓋が同一の輪郭を有する非円形の形状のポットの場合、ポットは、しばし
ば、停止部を有し、この停止部は、ベースと蓋の間に常に一致形状を有するように、ベー
スに対する蓋の角度進行を限定する。停止部の存在は、こうして、過剰ねじ込みを防止し
、したがってシールが破壊された場合に密封の損失を補償する。
【０００６】
　たとえば、キャップを容器上にクリップ留めすることによって閉じ、弾性リング上に作
用する少なくとも１つのボタンを押し込むことによって開放することを可能にする、通常
はマニキュア液用のボトルを記載する米国特許出願公開第２００４／００６７０９１号明
細書が、知られている。ばねデバイスが、さらに、ボトルの流体密封閉鎖をもたらしてこ
れが含む製品のいかなる漏出も回避することを可能にする。しかし、そのようなキャップ
は、特にかさばり、特にデバイスをその中に収容するために比較的高い高さを引き起こす
という欠点を有する。さらに、そのような実施形態は、ネック部の直径が小さいボトルに
適しているが、かなり大きい直径を有するネック部のポットに適用することは難しくなり
得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／００６７０９１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述の欠点の少なくとも一部を解決するために、本出願は、ポットを開閉するために使
用が簡単である蓋であって、閉鎖の確実性を確保することを可能し、さらに他の利点も導
く、蓋を備えたポットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的を達成するために、第１の態様によれば、ベースと、ベースを閉じるための蓋
とを備える化粧ポットであって、
　蓋が、結合プレートと呼ばれる内側部分と、キャップと呼ばれる外側部分とを備え、結
合プレートおよびキャップは、互いに対して回転可能に装着され、それにより、蓋は、静
止位置と、結合プレートおよびキャップが静止位置に対して互いに対して回転される、開
放位置とをとるように構成され、
　結合プレートが、
　・支持体と、
　・支持体上に装着され、支持体に対して傾斜可能である少なくとも１つの結合部材であ
って、爪を備え、蓋が静止位置にあるときに少なくとも第１の位置、および蓋が開放位置
にあるときに第２の位置をとるように構成され、第２の位置は、少なくとも１つの結合部
材が第１の位置に対して傾斜される位置である、少なくとも１つの結合部材と、
　・支持体にリンクされた少なくとも１つの結合戻り部材であって、少なくとも１つの結
合部材を第１の位置に戻すように構成される、少なくとも１つの結合戻り部材と、を備え
、
　キャップは、軸方向カムであって、蓋の底部に対して突出する少なくとも１つの活性ゾ
ーンを形成するプロファイルによって画定され、少なくとも１つの結合戻り部材と共働し
、少なくとも１つの結合部材の傾斜を駆動する少なくとも１つの結合戻り部材を弾性的に
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変形させるように構成される、軸方向カムを備え、
　ベースが、少なくとも１つの周囲くぼみが設けられたネック部を備え、蓋の少なくとも
１つの結合部材の爪が、蓋が静止位置にあり、ポットが閉じられたとき、ベースのネック
部の少なくとも１つのくぼみ内に係合されることを特徴とする、化粧ポットが、提供され
る。
【００１０】
　「軸方向カム」は、ここでは、軸方向伝達を備えたカムを意味し、すなわち、これが引
き起こす並進運動、より具体的にはここでは少なくとも１つの結合戻り部材の変形は、こ
れがその周りを回転する回転軸と同じ軸に沿うものである。カムのこのタイプは、一部の
分野では「端面カム」とも呼ばれる。
【００１１】
　一例の実施形態によれば、結合部材は戻りアームである。
【００１２】
　結合部材の戻りアームは、たとえば、結合部材の一部であり、それによって結合部材は
、第１の位置に戻され、または第２の位置に傾斜される。
【００１３】
　結合戻り部材は、たとえば、少なくとも１つの結合部材の戻りアームにたとえば下方か
ら面して突出する隆起部、すなわち頂点または突起部を備えた弾性的に変形可能な部材で
ある。これは、たとえば、波形座金などのばねタイプの部材である。
【００１４】
　ネック部のくぼみは、ここでは、長手方向停止部を形成するようにすなわちポットに対
して縦方向に形成するように構成され、それにより、内側および外側の部分を互いに対し
て傾斜させ、フックを形成する結合部材の爪を自由にするために、すなわち爪がくぼみか
ら自由になることができるように爪をネック部から離すために蓋を回転させなければ、蓋
を引っ張ってポットを開くことは不可能である。
【００１５】
　結合プレートに対するキャップの回転は、爪の移動を誘発し、それによってたとえば爪
をベースのネック部内に形成されたくぼみから係合解除することを可能にする。相対回転
が蓋の内側および外側部分に対して与えられないとすると、蓋は静止位置にあり、そのさ
まざまな構成要素には力は加えられない。蓋の摩耗は、こうして抑えられる。
【００１６】
　ポットの開放は、外側キャップおよび内側プレートの相対回転によって達成されるが、
内側プレートとポットベースのネック部との間のあらゆる相対回転は、極めて限定され、
またはさらには回避され、それにより、存在し得るシールは、主に圧縮式に作動して、ね
じ込み式蓋の場合によくあるせん断力を最小限に抑える。
【００１７】
　シールは、接着材料から、すなわち小さいすべり品質を有して作製され得る。密封は、
それによって、効率的に達成することが容易であり、材料および／または実施形態の幅広
い選択が、シールを製作するために可能である。
【００１８】
　さらに、ポットは、ねじ山形態をネック部上に有さないことが可能であるため、審美的
なものになる。ねじ山形態の存在によって課されたネック部の高さおよび蓋の厚さに対す
る寸法的制約は、それによって回避され得る。
【００１９】
　そのような蓋もまた、蓋を分解する手段をとらなければ、場合によっては少なくとも１
つの爪を除いて、その機構部分がユーザに見えないという事実により、審美的なものにな
る。そのような隠された機構は、洗練された形状を有する蓋を得ることを可能にする。
【００２０】
　蓋は、さらに、容積の高い変動性を可能にし、それによって、特に高さに関して含む機
構のかさばりによって制約されることなく、種々のサイズを生み出すことが可能になる。
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【００２１】
　蓋はまた、たとえばいかなる既存のポットにも容易に適用可能であり、また、後で、同
じ製品または異なる容量を有する別のポットに再適用されてもよい。これは、たとえば、
蓋をカスタマイズすることを可能にし、同じ製品のポットであるか、異なる製品のポット
であるかに関係なく、どのような容量であっても、種々のポットの一連の使用において蓋
を保つことができる。
【００２２】
　さらに、ねじ込み式蓋とは対照的に、ネック部はここでは、必ずしも円形断面のもので
はない。蓋が合致するおよび／または適用された形状を有する限り、任意の特定の形状、
楕円形、長楕円形、正方形、多角形、または他の形状を有するネック部を有することが可
能である。
【００２３】
　カムに関して、「突出活性ゾーン」はここでは、結合戻り部材を作用させることができ
るカムの部分を示す。突出活性ゾーンは、たとえば、円の伸開線の隆起部またはセグメン
トの形状を有する。好ましくは、カムプロファイルは、規則的な輪郭を有して、がたつき
のない、キャップに対する結合プレートのより穏やかな回転運動をもたらす。
【００２４】
　カムは、蓋の中心に向かって位置する。この理由のため、プレートに対するキャップの
相対回転を誘発するためにポットのベースと蓋の間にユーザが加えなければならないトル
クは、小さくなる。これは、蓋の周囲とカムが位置付けられるゾーンとの間にレバーアー
ム効果を生み出す。どのような場合であっても、トルクは、従来のねじ込み式蓋、すなわ
ち、ユーザによって加えられるトルクが、蓋とネック部の間の蓋の周囲に局所化された摩
擦力を打ち勝たなければならない場合のトルクより低い。
【００２５】
　第２の位置にある少なくとも１つの結合部材は、したがって、第１の位置に対して傾斜
される。カムによって誘発されたそのような移動は、蓋の使用においてポットの容易な開
放をより確実にすることを可能にする。
【００２６】
　したがって、少なくとも摩擦の効果により、結合プレートは、キャップが回転されると
き、少なくとも１つの爪がネック部のくぼみから係合解除するまで、ネック部上に配向さ
れて保持される。
【００２７】
　ポットは、こうして密閉して閉じられ、特にそのような蓋がポットを、場合によっては
４分の１回転（９０°）より小さいまたはこれと等しい、またはさらに好ましくは約４５
°、またはこれよりさらに小さい、たとえば約１５°または約１０°の移動によって開放
することができるという事実により、簡単かつ迅速な操作によって開放され得る。
【００２８】
　開いた後、ポットは、蓋のクリップ留めによって再度容易に閉じられる。換言すれば、
ポットは、蓋を元の位置に戻し、結合部材がネック部のリムを通過し、リム下でくぼみ内
に係合するよう蓋を押し込むだけで閉じられる。
【００２９】
　有利な配置によれば、蓋は、位置戻り部材を備え、位置戻り部材は、結合プレートの支
持体にリンクされ、さらに、キャップにリンクされ、位置戻り部材は、蓋が静止位置にあ
るときに「中立」と称される構成にあり、蓋が開放位置にあるときに変形された構成にあ
り、位置戻り部材は、蓋を静止位置に自動的に戻すために、蓋が開放位置にあるときに結
合プレートに対するキャップの反回転を誘発する。
【００３０】
　そのような位置戻り部材は、カムと共働して、蓋の静止位置への戻りを容易にする。よ
り詳細には、カムは、好ましくは、静止位置が下側部分に対する上側部分の安定した均衡
の位置になり、開放位置が、好ましくは、蓋が、蓋のさまざまな構成要素の機械力が最小
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限である静止位置に自然に戻りやすくなるような不安定な位置であるように構成される。
位置戻り部材の存在は、この態様が、蓋が静止位置に常に戻るよう促すように強化される
ことを可能にする。
【００３１】
　好都合な例の実施形態によれば、位置戻り部材は、ブレードである。ブレードは、たと
えば、結合プレートの支持体内に形成されたスロット内に保持され、キャップ内に形成さ
れたスロット内にも保持される。たとえば、結合プレートのスロットおよびキャップのス
ロットは、蓋が静止位置にあるとき、位置戻り部材が自然な位置にある、すなわち変形さ
れないように構成される。位置戻り部材はまた、キャップと蓋の結合プレートの間の回転
移動抑制体として作用する。
【００３２】
　そのような位置戻り部材は、したがって、特に、製作することが容易であり、蓋の他の
構成要素に組み付けることが容易である。
【００３３】
　有利な例の実施形態によれば、軸方向カムは、環状形状を有する。
【００３４】
　そのようなカムは、したがって、たとえば、少なくとも１つの結合戻り部材を、特にこ
れが少なくとも１つの波形座金を備える場合により一様に変形させることを可能にする。
【００３５】
　さらに、そのようなカムは、製作することがより容易であり、たとえば全体的に円形ま
たは円筒形状のものであるさまざまな構成要素を有するキャップ内に組み込むことがより
容易である。
【００３６】
　たとえば、静止位置では、軸方向カムのプロファイルは、このとき、波形座金のプロフ
ァイルを支持し、キャップの枢動中、軸方向カムは、波形座金をより一様に変形させる。
【００３７】
　さらに、そのようなカムは、爪がネック部の外側周囲内に形成されたくぼみ内に係合す
るように構成された結合部材で特に便利であり、それによってポット内に含まれた製品と
爪との接触を回避し、こうしてより良好な衛生状態を確実にする。
【００３８】
　特に有利な例によれば、軸方向カムの少なくとも１つの突出活性ゾーンは、対称平面を
有し、それにより、蓋のキャップおよび結合プレートは、互いに対して、時計回り方向に
、または反時計回り方向に同じようにして回転するように構成される。
【００３９】
　そのような蓋は、したがって、内側部分を外側部分に対して、一方の方向または他方の
方向に同じようにして回転させることを可能にすることにより、操作を左利きまたは右利
きのユーザにとって同様に容易な操作を可能にする。
【００４０】
　特に有利な例の実施形態によれば、蓋は、各々が爪を備える少なくとも２つの傾斜可能
な結合部材を備え、各々の結合部材は、蓋が静止位置にあるときに第１の位置、および蓋
が開放位置にあるときに第２の位置をとるように構成され、各々の結合部材の第２の位置
は、各々の結合部材が第１の位置に対して傾斜される位置であり、蓋の各々の結合部材の
爪は、蓋が静止位置にあり、ポットが閉じられたときにベースのネック部の少なくとも１
つのくぼみ内に係合される。
【００４１】
　一例の実施形態によれば、結合部材は、戻りアームも備える。
【００４２】
　同じようにして、各々の結合部材の戻りアームは、たとえば、対応する結合部材の一部
であり、それによって結合部材は、第１の位置に戻される、または第２の位置に傾斜され
る。
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【００４３】
　通常、各々の結合部材は、爪および戻りアームを備える。結合部材のすべては、蓋がこ
れらの少なくとも２つを有するとき、好ましくは、同一である。
【００４４】
　一例の実施形態によれば、少なくとも１つの結合戻り部材は、環状形状のものであり、
少なくとも１つの隆起部を有し、軸方向カムの少なくとも１つの突出活性ゾーンは、蓋が
開放位置にあるとき、少なくとも１つの結合戻り部材の少なくとも１つの隆起部と共働す
る。
【００４５】
　一例の実施形態によれば、結合戻り部材は、たとえば、結合部材の戻りアームの各々の
下方に隆起部を備え、カムは、たとえば、すべての結合部材を同時に傾斜させることがで
きるように、結合戻り部材内に存在する隆起部と同じ数の突出活性ゾーンを有する。
【００４６】
　しかし、結合部材は独立している。この独立性は、いかなるタイプのベースにもより良
好に適用することを可能にする。換言すれば、これはより大きい公差を可能にし、蓋は、
たとえばシールの圧縮を常に可能にすることによって、シーリングを維持するためにベー
スネック部により良好に適合することができる。
【００４７】
　さらに、たとえば各々の突出活性ゾーンは、結合プレートに対する蓋の回転の各々の角
度に対して同じ高さを有し、結合戻り部材の各々の隆起部は、結合プレートに対するキャ
ップの回転の各々の角度に対して同じ高さを有し、それにより、所与の回転角度に対して
、各々の対応する結合部材は、同じ角度で同時に傾斜される。これは、蓋が使用されると
き、ポットの明確に定められた、容易な開放をもたらすことを可能にする。
【００４８】
　突出活性ゾーンは、結合部材のように、好ましくは、互いに対して定間隔を有して配設
される。したがって、蓋が２つの結合部材および２つの突出活性ゾーンをカム上に備える
場合では、これらは、好ましくは、直径方向で互いに対向している。または、蓋が４つの
結合部材および４つの突出活性ゾーンをカム上に備える場合では、これらは、好ましくは
、９０°ごとに配設される。同じことは、結合戻り部材にもあてはまる。
【００４９】
　しかし、そのそれぞれの配設は、蓋またはこれが設けられるポットの形状がそのように
必要とする場合、各々の結合部材が軸方向カムの突出活性ゾーンおよび結合戻り部材の隆
起部と同期される限り、不規則な配置になることができる。
【００５０】
　特に好都合な配置によれば、蓋が少なくとも２つの結合部材および少なくとも２つの対
応する突出活性ゾーンをカム上に備えるとき、蓋は、少なくとも２つの結合部材の各々を
第１の位置に自動的に戻すように構成された単一の結合戻り部材を備える。
【００５１】
　単一の結合戻り部材の存在は、結合部材の各々の移動の同期を確実にすることをより可
能にする。これは、さらに、構成要素の数を最小限にすることによって蓋の製作を容易に
する。
【００５２】
　好適な実施形態では、少なくとも１つの結合戻り部材は、少なくとも１つの隆起部を有
する少なくとも１つの第１の波形座金を備える。
【００５３】
　波形座金は、たとえばポリマーまたは金属のものである。そのような結合戻り部材は、
たとえば、結合プレートの支持体と各々の結合部材の戻りアームとの間に配設される。し
たがって、蓋が開放位置にあるとき、結合戻り部材は、変形され、反応として、結合部材
をその第１の位置に戻し、そして蓋を静止位置に戻し易くする。
【００５４】
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　別の好適な実施形態では、少なくとも１つの結合戻り部材は、第１の波形座金と少なく
とも１つの第２の波形座金とを備え、第２の波形座金は、少なくとも１つの隆起部および
少なくとも１つのトラフを備え、第１の波形座金および第２の波形座金は、第１の波形座
金の少なくとも１つの隆起部を第２の波形座金の少なくとも１つのトラフに向かい合わせ
る関係で互いに組み立てられ、それにより、第１の波形座金および第２の波形座金は、反
対に配置される。
【００５５】
　複数の座金の存在は、たとえば、ばね効果を増幅することを可能にする。
【００５６】
　さらに、ベースネック部の少なくとも１つのくぼみは、連続的または非連続的であると
考えられる。
【００５７】
　たとえば、ベースは、少なくとも１つの結合部材が、蓋がベース上にある状態で第１の
位置にあるとき、蓋の結合プレートをベースに対して配向して保つように構成された少な
くとも１つのリブを備える。
【００５８】
　ネック部もまた円形である円形輪郭を有するポットの場合、ポットベースに対する蓋の
回転割り出しは、通常、必要ではない。くぼみは、そのため、連続的になることができ、
したがって、ネック部の周りすべてにチャネルを形成する。少なくとも１つの結合部材は
、そのため、任意の場所にある、単一であるくぼみ内に係合することができる。
【００５９】
　しかし、たとえば、ポットが非円形の輪郭を有し、好ましくは（ネック部が円形である
場合であっても）ベースに対する蓋の位置割り出しを伴う場合、くぼみは、非連続的であ
ると考えられる。すなわち、ネック部は、そのため、配向停止部として働くたとえば少な
くとも１つのリブ、すなわち１つまたは複数のリブを備える。そのようなリブは、したが
って、ベースに対する蓋の回転を抑制するのに適している。したがって、蓋がベースに対
して回転されてポットを開くとき、少なくとも１つのリブは、その回転をロックし、した
がってキャップを結合プレートに対して枢動させる。少なくとも１つのリブはまた、たと
えば、ベースおよび蓋が、互いに対する特定の位置合わせに適合しなければならない場合
、ベースに対する蓋の位置決めを容易にすることもできる。閉鎖時、結合部材が少なくと
も１つのくぼみに入るようにネック部上に蓋を係合した後、ユーザは、次いで、結合部材
とリブの衝突によって引き起こされる抵抗が感じられるまで、蓋の回転を続ける。キャッ
プの解放時、これは、その静止位置に戻され、この位置では、蓋をベースに対して適切な
位置に置く。しかし、単一のリブの場合、非連続的なものである１つだけのくぼみが存在
することが留意され得る。このため、たとえば、いくつかの結合部材を同じくぼみ内に係
合させることが可能である。
【００６０】
　したがって、ベースは、必要な場合、いくつかのくぼみおよびいくつかのリブ、たとえ
ば、結合部材と同じ数のくぼみを備えることができ、そのくぼみは、リブによって互いか
ら分離される。
【００６１】
　可能な例の実施形態によれば、各々のリブは、ネック部の周囲リムと同一平面であり、
それにより、第２の位置にある結合部材は、このとき同時に、リブおよび周囲リム上を通
過してそのくぼみから係合解除する能力を有する。
【００６２】
　別の可能な例の実施形態によれば、各々のリブは、ネック部の周囲リムに対して後退さ
れる。この場合、少なくとも１つの結合部材は、最初に、周囲リムの下方に係合して、リ
ブに面し、次いでその後、蓋が回転される間、くぼみのより奥に係合すると考えられる。
【００６３】
　有利な実施形態によれば、くぼみの各々の幅は、作動あそびまで低減されたあそびの量
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を有して結合部材の爪を受け入れるように調整される。換言すれば、少なくとも１つのく
ぼみは、対応する結合部材の爪の幅とほぼ等しい幅を有する。「幅」は、ここでは、ネッ
ク部の円周に沿った寸法を示す。そのような実施形態では、蓋は、限定された数の角度位
置、たとえば、１つの位置、または、ネック部が４つのくぼみを含む場合を考える４つの
位置でベース上に配置される。４つの位置は、蓋が、たとえば正方形である場合のポット
の面と一致するように配置されることを可能にする。単一の位置は、ポットベースおよび
蓋が、非対称または任意の形状の断面を有し、ポット上の蓋の単一の角度位置が、ポット
ベースと蓋の間の形状の一致を可能にする場合に対応する。さらに、ネック部は、前述の
ような円形断面、またはベースの断面に対応する他の断面を有することができる。したが
って、たとえば、正方形の全体断面のポットの場合、ネック部は、ほぼ正方向形の形状を
有すると考えられる。この場合、くぼみは、好ましくは、正方形の側部の各々の中央に向
かって形成される。
【００６４】
　本発明は、限定するものではない説明的例によって与えられた以下の詳細な説明を、添
付の図を参照して読み取ることによって良好に理解され、その利点は、より明確になるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】円形輪郭を備え、ベースおよび蓋を備える化粧ポットの一例の実施形態の斜視図
である。
【図２ａ】図１のポットのベースの斜視図である。
【図２ｂ】図１のポットのベースの正面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による図１の蓋のキャップの内側の斜視図である。
【図４】図１のベース上に締め付けられた、本発明の第１の実施形態による図１の蓋の結
合プレートの斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態による、図１の蓋のキャップの内側の斜視図である。
【図６】図５のキャップの内側の部分的な断面斜視図である。
【図７】図１のベース上に締め付けられた、本発明の第２の実施形態による図１の蓋の結
合プレートの斜視図である。
【図８】図７のプレートの分解図である。
【図９】一例の実施形態による、結合部材の側面図である。
【図１０】一例の実施形態による図１のポットの断面図である。
【図１１】閉位置にある結合プレートの正面図である。
【図１２】開放位置にある結合プレートの正面図である。
【図１３】閉じられた、本発明の別の例の実施形態による、正方形輪郭を有し、正方形ネ
ック部を備えたポットの斜視図である。
【図１４】開かれた、本発明の別の例の実施形態による、正方形輪郭を有し、正方形ネッ
ク部を備えたポットの斜視図である。
【図１５】図１４の線ＸＶ－ＸＶ上の図１３および図１４のベースの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　前述の図に表された同一の部材は、同一の番号参照によって特定される。
【００６７】
　本説明は、主に、丸い輪郭のポットを参照して与えられるが、当然ながら、正方形また
は任意の輪郭のポットにも有効である。
【００６８】
　実際のところ、従来的には、化粧ポット１は、図１に表されるもののような丸い輪郭、
またはしばしば図１３および図１４のようにほぼ正方形の輪郭を有する。
【００６９】
　ポット１は、ベース２と、ポット１を開閉することを可能にする蓋３とを備える。
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【００７０】
　ベース２は、たとえば、図２ａおよび図２ｂに個々に表される。これは、容器２００と
、容器２００の上に載るネック部２０１とを備える。ネック部は、容器２００内に含まれ
る製品へのアクセスを可能にする開口部を画定する。ネック部および開口部の寸法は、ベ
ースの断面寸法に近いものである。どのような場合でも、ポットの開口部は、片手の少な
くとも１つの指が通過することを可能にするのに十分な幅のものであり、すなわち、これ
は、約２５ミリメートルより大きいまたはこれに等しい横断方向の断面寸法を有する。
【００７１】
　ネック部２０１は、ここでは、１つのくぼみ２０２と、１つの周囲リム２０４とを備え
る。好ましくは、リム２０４の上側部分は、丸められまたは斜めに切られて、部材がネッ
ク部に対して縦方向に移動される場合に斜面効果を作り出す。さらに、リムの下側部分も
また、丸められ、それによって（たとえば図９に表される）結合部材の爪と、ネック部の
間のリンク力に影響を与え、これは後でより詳細に説明される。この例の実施形態では、
ネック部２０１は円形断面のものであるが、これは別の形で、ポットの形状に従うもので
よい。ネック部２０１は、したがって、場合によってはいかなるねじ山またはねじ斜面も
有さず、従来のネック部と比較して、より低い高さを有する。たとえば、例として、本発
明による丸いポットは、場合によっては、高さ６．４ｍｍのネック部および高さ４ｍｍ、
奥行き２ｍｍのくぼみを備えた高さ５７ｍｍを有する。同じサイズの従来のポットの場合
、ネック部の高さは、１０．３ｍｍ程度になると考えられる。しかし、これらの値は、例
としてのみ与えられる。
【００７２】
　ベースは、任意の適切な材料、特にガラスまたはプラスチック材料から形成される。こ
れは、透明または不透明になることができる。これは、従来のポットの場合のように化粧
品を含む装着されたタブを受け入れるように提供され得る。
【００７３】
　本発明のポットでは、蓋３は、ベース２上に爪を用いて留められる。
【００７４】
　このために、蓋３は、本発明の一例の実施形態による、図３に表されるキャップ５と、
本発明の一例の実施形態による、図４に表される結合プレート４とを備える。
【００７５】
　キャップ５および結合プレート４は、共働して、使用中のポット１の容易な開放および
確実な閉鎖を可能にする。
【００７６】
　図３に表されるキャップ５は、本体５００を備える。本体５００は、上側面５０１（図
１に見ることができる）と、上側面５０１の裏にある底部５０３と、輪郭壁５０２とを備
える。
【００７７】
　上側面５０１は、ここでは、たとえばポット１が閉じられたときにユーザに見えるよう
に設けられた外側面を構成する。上側面５０１は、たとえば、カスタマイズ可能であり、
これは、たとえばニスの形態の装飾を受け入れるように構成される。図示されない任意選
択によれば、上側面は、装飾を構成するために上に置かれた透かし細工の１つまたは複数
の追加の層によって、またはたとえば、象眼細工の追加の層によって形成される。これは
、プラスチック、木材、ガラス、または他の材料から製作され得る。上側面５０１は、た
とえば平坦、またはドーム形状である。
【００７８】
　輪郭壁５０２は、底部５０３に隣接したところから延びる。
【００７９】
　輪郭壁５０２は、有利にはベース２と同じ形状を有する外側輪郭表面５００ａと、内側
輪郭表面５０３ａとを備える。
【００８０】
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　さらに、外側輪郭表面５００ａは、上側面５０１の周囲に配置され；これは、上側面５
０１の縁に接している。
【００８１】
　底部５０３は、好ましくは、内側輪郭表面５０３ａおよび外側輪郭表面５００ａに対し
てほぼ直角である。内側輪郭表面５０３ａは、好ましくは円形形状のものであり、すなわ
ち、これは、キャップ５が結合プレート４に対して枢動することができるように、これ以
後説明される結合プレート４の支持体４００の直径とほぼ等しい直径を備えた円筒形を形
成する。
【００８２】
　キャップ５の外側輪郭表面５００ａの形状とは関係なく、たとえば、内側輪郭表面５０
３ａをキャップ５に対して中心に置くことが好ましい。換言すれば、ここでは、内側輪郭
表面５０３ａを表す円筒形の中心軸は、好ましくは、（図１に示される）キャップ５の幾
何学的中心Ｃを通過する。
【００８３】
　キャップ５は、ここでは、その中心に、底部５０３に隣接して、円筒状部分５０７を備
える。円筒状部分５０７は、ここでは、キャップ５と結合プレート４の間の回転を定める
ように働く。
【００８４】
　底部５０３上の、中央円筒状部分５０７の周りに、キャップ５は、スタッド５０８を形
成する増大された厚さの起伏部を備える。スタッド５０８は、ここでは環状形状のもので
あり、ここでは、平坦であり、キャップ５の底部５０３に対してほぼ平行な支承表面５０
８ａを有する。
【００８５】
　キャップ５は、さらに、スロット５０６を備える。スロット５０６は、以下で説明され
、たとえば図４に見ることができる位置戻り部材４０７を受け入れるように構成される。
【００８６】
　スロット５０６は、スタッド５０８を形成する増大された厚さの起伏部にくりぬかれ、
スタッド５０８の両側で開く。
【００８７】
　底部５０３に隣接して、キャップ５は、さらに、軸方向カム５０４を備える。軸方向カ
ム５０４は、ここでは、キャップ５の底部５０３に対して可変の高さの増大された厚さの
起伏部によって形成される。軸方向カム５０４は、ここでは環状形状のものであり、カム
の活性部分を構成する支承面５０４ｃ、外側輪郭５０４ａおよび、たとえば内側輪郭表面
５０４ａに対して平行である内側輪郭表面５０４ｂを備えて、キャップ５の幾何学的中心
Ｃに対して中心に置かれる。この例の実施形態では、軸方向カム５０４は、スロット５０
６を取り囲む。
【００８８】
　この例の実施形態では、支承表面５０４ｃは、少なくとも１つの突出活性ゾーン５０５
を形成するプロファイルを画定する。ここでは、これは、１つの結合部材４１０ごとに１
つの突出活性ゾーン５０５の４つの突出活性ゾーン５０５を形成する。
【００８９】
　ここでは、各々の突出活性ゾーン５０５は、支承面５０４ｃとキャップ５の底部５０３
との間のカムの高さが、ここでは、最小である距離ｄ’と等しい２つの連続する位置間の
軸方向カム５０４の角度位置によって画定される。換言すれば、突出活性ゾーンは、支承
面５０４ａとキャップ５の底部５０３の間の、最小距離ｄ’より大きい高さｄを有し、こ
の高さは、その後増大し、角度部分に沿って少なくとも１つの位置まで低減し、この位置
から高さｄは、再度増大し始める。
【００９０】
　通常、軸方向カムの高さは、好ましくは、キャップ５と結合プレート４の間の支承表面
として働く表面に対して定められる。この例の実施形態では、これは、たとえばスタッド
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５０８の支承表面５０８ａである。しかし、支承表面５０８ａは、ここでは底部５０３に
対してほぼ平行であり、軸方向カムの高さは、したがって、支承面５０８ａまたは底部５
０３に対して交換可能に定められてよい。
【００９１】
　この例の実施形態では、軸方向カム５０４は４つの位置を有し、支承表面５０４ｃとキ
ャップ５の底部５０３の間の高さｄは、最小であり、さらに、ここでは高さｄ’と等しく
、それによって、２つの連続する突出活性ゾーン５０５間にトラフを画定することを可能
にする。２つの連続するトラフ間では、支承面５０４ｃとキャップ５の底部５０３との間
の高さｄは、より高くなり、最大高さｄ”までになり、突出活性ゾーン５０５の頂点を画
定することを可能にする。各々の突出活性ゾーン５０５は、したがって、支承面５０４ｃ
とキャップ５の底部５０３との間の高さが、最大であり、したがって値ｄ”を有する位置
に対応する頂点を有する。好ましくは、支承面５０４ｃとキャップ５の底部５０３との間
の高さｄは、これが底部５０３に対して距離ｄ’の位置、すなわちトラフに到達するまで
、突出活性ゾーン５０５の頂点のそれぞれ両側で同じようにして変化する。換言すれば、
各々の突出活性ゾーン５０５は、対称平面を含む。軸方向カム５０４は、たとえば、ここ
では、８つの対称平面を有する。
【００９２】
　たとえば図４に表される結合プレート４は、円形プレートによってここでは形成された
支持体４００を備える。ポット１の外側形状がどのようなものであっても、支持体４００
は、好ましくは、キャップ５に対する回転を容易にするために円形輪郭４００ａを有する
。したがって、支持体４００は、ここでは、全体的に円板の形状を有する。
【００９３】
　支持体４００は、たとえば、少なくとも１つの切欠部４１５を備え、ここでは、結合部
材４１０を受け入れるように各々が適合された４つの切欠部４１５を備える。さらに、４
つの切欠部４１５は、ここでは、輪郭４００ａに沿って互いから等しい距離に配置される
。
【００９４】
　支持体４００は、キャップ５に向かって配向されるように適合された上側面４０１と、
上側面４０１に対して平行であり、ベース２に向かって配向されるように適合された下側
面４０２（図１１に見ることができる）とを備えると、ここでは考えられる。
【００９５】
　結合プレート４は、場合によっては、さらに、図８または図１０に見ることができる、
支持体４００の下方に固定された、すなわち下側面４０２に隣接する閉鎖板４１９を備え
る。
【００９６】
　支持体４００は、上側面４０１および下側面４０２を全体的に平坦にして成形すること
によって、任意の適切な材料、通常はプラスチックから形成される。
【００９７】
　下側面４０２、またはこの場合による閉鎖板４１９は、さらに、膜などの圧縮可能な平
坦なシール４２０によって全体的に覆われ、この平坦なシールは、十分の数ミリメートル
の厚さを有し、下側面４０２とベース２のネック部２０１のリム２０４との間の周囲に圧
縮されるように設けられる。平坦なシールは、たとえば、任意の適切な弾性的に圧縮可能
な材料、特にポリエチレン、ＳＥＢＳ、エラストマー、または任意の他の等価の材料から
形成される。結合プレートとネック部の間にはほとんどまたは全く相対回転が存在しない
ため、平坦なシールはせん断式に作用されず、またはほとんど作用されず、高い摩擦係数
を有する比較的接着性の材料を選択することが可能である。
【００９８】
　そのような圧縮可能な平坦なシールの代わりに、懸架式に装着され、低減された厚さの
シールによって飾られた閉鎖板が、企図されてよく、これは、たとえば、仏国特許出願公
開第２９６９１２７号明細書に説明される。
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【００９９】
　上側面４０１と同じ側に、支持体４００は、ここでは、上側面４０１に対して起伏して
形成された中央スタッド４０３を備える。中央スタッド４０３は、全体的に円筒形状のも
のであり、それにより、中央スタッド４０３の外側輪郭表面４０３ａは、支持体４００の
輪郭４００ａに対してほぼ平行である。換言すれば、中央スタッド４０３は、支持体４０
０の上側面４０１上で中心に置かれる。
【０１００】
　中央スタッド４０３は、ここでは、スロット４０４と、さらに、穴４０８とを備え、そ
れにより、中央スタッド４０３は、こうして環状形状のものになる。スロット４０４は、
ここでは一定の幅のものであり、穴４０８から中央スタッド４０３を通過して、外側輪郭
表面４０３ａに到達する。スロット４０４は、位置戻り部材４０７を受け入れるように設
けられ、位置戻り部材４０７は、キャップ５が結合プレート４に対して回転されたとき、
キャップ５を結合プレート４に対して静止位置に戻すように働く。
【０１０１】
　図４の例の実施形態の位置戻り部材４０７は、結合プレート４のスロット４０４内に挿
入される第１の端部４０７ａと、キャップ５および結合プレート４が組み立てられた後、
キャップ５のスロット５０６内に挿入される第２の端部４０７ｂとを有する。さらに、位
置戻り部材４０７は、ここでは、らせんばねのように、その第１の端部４０７ａおよび第
２の端部４０７ｂをスロット４０４、５０６と共働することができるように突出させ、真
っ直ぐにして、中央ピンの周りにらせん状に巻き付けられる。
【０１０２】
　位置戻り部材４０７の各々の端部４０７ａ、４０７ｂは、たとえば、対応するスロット
４０４、５０６に挿入され、それによって、たとえば接着剤などの他の締め付けまたは組
み立て手段に頼ることを回避することを可能にする。したがって、これは、位置戻り部材
４０７が中央スタッド４０７内に埋め込まれ、スタッド５０８内にも埋め込まれるかのよ
うなものであり、すなわち、より全体的には、結合プレート４内およびキャップ５内にも
埋め込まれるようなものである。
【０１０３】
　上側面４０１に隣接して、結合プレート４は、さらに、結合戻り部材４１６を備える。
【０１０４】
　結合戻り部材４１６は、これ以後説明されるようにばねとして作用させることによって
、結合部材４１０を第１の位置にもっていくように働く。このために、これは、好ましく
は弾性的に変形可能である。これは、たとえば、少なくとも１つの隆起部を備える。
【０１０５】
　結合戻り部材４１６は、これが載置する支持体４００の上側面４０１と、結合部材４１
０の少なくとも１つのアーム４１２との間に配設される。これは、さらに、ここでは中央
スタッド４０３の周りに配設される。
【０１０６】
　好ましくは、結合戻り部材４１６は、蓋３が少なくとも２つの結合部材を備える場合に
結合部材４１０の同期化運動をより良好に確実にするために、単一部材から構成される。
しかし、結合部材４１６は、その同期化運動を妨げることなく、結合部材４１０の各々に
対していくつかの従属するばね部材を備えることができる。
【０１０７】
　結合戻り部材４１６は、たとえば、ここでは座金であり、より詳細には、少なくとも１
つの隆起部４１７を備えた波形座金である。波形座金を結合戻り部材４１６として使用す
る場合、波形座金は、有利には、蓋３が備える結合部材４１０と同じ数の隆起部４１７を
備え、好ましくは、同一の隆起部４１７を備えて、結合部材４１０の同期化運動を促進す
る。
【０１０８】
　図４が示すように、この例の実施形態のポット１は、４つの結合部材４１０を備えるた
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め、波形座金は、ここでは、４つの隆起部４１７を備える。
【０１０９】
　慣例により、２つの連続する隆起部４１７は、これらの間にトラフ４１８を画定する。
【０１１０】
　好ましくは、波形座金は、上側面４０１に対して平行な平面内で、波形座金の横方向の
並進運動、すなわち水平並進を限定する、またはさらには排除するために中央スタッド４
０３とほぼ等しい内径を有する。縦方向では、結合戻り部材の並進は、どのようなもので
あれ、これが、上側面４０１と少なくとも１つの結合部材４１０との間で保持されるとい
う事実によって限定される。最後に、結合戻り部材４１６の縦方向軸周り、すなわちこの
場合は中央スタッド４０３周りの回転運動は、任意の手段によって、たとえば接着剤のス
ポットまたはリベット、またはたとえば結合戻り部材４１６および／または上側面４０１
の局所変形、および／またはたとえば、アーム４１２がその配向を維持するような、隆起
部４１７の頂点の場所における結合戻り部材４１６の局所的変形によって限定され得る。
【０１１１】
　たとえば、図７および図８に表される別の例の実施形態によれば、結合戻り部材４１６
は、互いに同じ数の隆起部、したがって同じ数のトラフを備える２つの波形座金を備え、
上下に配設され、それにより、第１の波形座金のトラフは、第２の波形座金のボスに面す
る。結合部材４１０の各々のアーム４１２は、このとき、上側波形座金である、すなわち
キャップ５の最も近くに置かれた第１の波形座金の隆起部と接触し、下側波形座金である
、すなわち支持体４００の上側面４０１と接触する第２の波形座金のトラフの反対側にあ
る。波形座金のそのような重ね合わせは、こうして、たとえばばね効果を増幅することを
可能にする。
【０１１２】
　同じことは、結合戻り部材４１６が３つ以上の波形座金を備える場合にあてはまる。
【０１１３】
　先に述べたように、ベース２の蓋３を把持するために、結合プレート４は、少なくとも
１つの結合部材４１０を備える。
【０１１４】
　この例の実施形態では、これは、支持体４００の周囲において、ここでは支持体４００
が備えるという理由で切欠部４１５内に、互いから等しい距離を離して、すなわちここで
は９０°ごとに配置された４つの同一の結合部材４１０を備える。これらの切欠部４１５
は、したがって、結合部材４１０を支持体４００の周りの適所に保持するように構成され
る。
【０１１５】
　各々の結合部材４１０は、支持体４００の中心を通過する、縦方向軸と称される軸に対
して直角の方向に支持体４００に対して回転可能である。
【０１１６】
　各々の結合部材４１０は、爪４１１および戻りアーム４１２を備える。この例の実施形
態では、爪４１１および戻りアーム４１２は、支持体４００の中心に向かって配向されな
がら結合部材４１０の背部壁４１３の同じ面から延びる。換言すれば、各々の戻りアーム
４１２は、たとえば支持体４００の半径に沿って延びる。結合部材４１０は、したがって
、支持体４００の縁を取り囲んで、Ｃ形状にされる。戻りアーム４１２は、ここではたと
えば、指形状にされ、自由端部と、背部壁４１３にリンクされた端部とを備える。
【０１１７】
　爪４１１は、リム２０４の下方のくぼみ２０２内に係合することによってベース２のネ
ック部２０１を把持するように構成される。爪４１１は、ここでは、支持体４００の中心
に向かって湾曲したフックの縁形状を有する。この例の実施形態では、爪４１１は、支持
体４００の下側面４０２のレベルの下方を通過し、これは図１０から図１２に見ることが
できる。
【０１１８】
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　図９が示すように、爪４１１は、たとえば、ネック部の周囲に形成されたくぼみの形状
に合致する、非常に丸い形状を有する。そのような形状の重要な効果は、たとえばユーザ
がポットを回転させずにこれを開くことによって、または偶発的に力を加えたことによっ
て誘発された引張力が、くぼみ内の爪の締め付け効果を誘発することである。
【０１１９】
　このことが述べられているが、爪４１１の丸い形状は、たとえば、蓋がポットを閉じる
ためにクリップ留めされるとき、くぼみ２０２内のその係合時にリム２０４を通過するこ
とを容易にする。
【０１２０】
　爪４１１と、戻りアーム４１２と、背部壁４１３とを備える各々の結合部材４１０は、
好ましくは、一体型として、たとえばプラスチック材料の成形によって形成される。また
は少なくとも、爪４１１および戻りアーム４１２は、戻りアーム４１２が下がるとき、爪
４１１がくぼみ２０２から係合解除するように組み立てられる。
【０１２１】
　戻りアーム４１２および背部壁４１３は、たとえば、これらの間のガイド４１４を画定
して、ヒンジ、支持体との枢動リンクを形成する。
【０１２２】
　ガイド４１４は、たとえば、支持体４００に締め付けられた少なくとも１つの柱４１４
ｃによって保持されたピン４１４ｂが中を通過する中空チューブを備える。この例の実施
形態では、結合プレート４は、各結合部材４１０に２つの柱４１４ｃを備える。
【０１２３】
　結合部材を支持体に傾斜させて組み付ける他の実施形態が、当然ながら企図されてよい
。
【０１２４】
　たとえば、ピン４１４ｂおよび中空チューブ４１４ａは、支持体４００に対する結合部
材４１０の枢動、傾斜を可能にするために、互いに対して自由に回転する。また、代替策
によれば、ピン４１４ｂおよび中空チューブ４１４ａは、互いに対して締め付けられ、ピ
ン４１４ｂは、ガイド４１４のシャフトも形成するピン４１４ｂのシャフトの周りを、少
なくとも１つの柱４１４ｃに対して自由に回転する。
【０１２５】
　より詳細には、戻りアーム４１２が下がることは、その自由端部が下がること、すなわ
ち支持体４００の上側面４０１に近づくことを意味することをこうして述べるために、実
際のところ、それ自体各々の結合部材４１０は、好ましくは、存在し得る組み立てからの
さまざまなあそびは考慮することなく、ガイド４１４のシャフトの周りを回転するように
だけ移動可能である。
【０１２６】
　各々の結合部材４１０は、したがって、たとえば蓋３が静止位置にあるときに少なくと
も第１の位置、およびたとえば蓋３が開放位置にあるときに第２の位置をとるように構成
され、第２の位置は、少なくとも１つの結合部材４１０が、第１の位置に対して枢動され
傾斜される位置である。
【０１２７】
　より詳細には、第１の位置は、たとえば、戻りアーム４１２が、高位置であると称され
る第１の位置にあり、爪４１１がくぼみ２０２内に係合される位置であり、第２の位置は
、たとえば、戻りアーム４１２が低位置と称される第２の位置にあり、爪４１１がくぼみ
２０２から係合解除される位置である。結合部材４１０は、したがって、ガイドシャフト
４１４の周りを枢動することによって、一方の位置から他方の位置に進む。
【０１２８】
　支持体４００、少なくとも１つの結合部材４１０、および少なくとも１つの結合戻り部
材４１６が組み立てられたとき、少なくとも１つの結合部材４１０の戻りアーム４１２は
、結合戻り部材４１６の一部上を圧迫し、結合戻り部材の弾性変形は、戻りアーム４１２
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の下降をもたらして爪４１１をベース２のネック部２０１のくぼみ２０２から係合解除す
ることを可能にする。
【０１２９】
　結合戻り部材４１６が波形座金であるこの例の実施形態の場合、少なくとも１つの結合
部材４１０の戻りアーム４１２は、結合戻り部材４１６の隆起部を圧迫する。結合部材４
１６の弾性変形は、たとえば、波形座金の圧縮に対応して、戻りアーム４１２が下がるこ
とを可能にする。
【０１３０】
　さらに、戻りアーム４１２の下方で結合戻り部材４１６によって誘発された力は、戻り
アーム４１２を上昇させやすい。しかし、後者は、この点において、爪がくぼみの底部上
を支承する、または背部壁が、切欠部４１５内で、支持体４００の輪郭４００ａに対して
もたれかかるという事実により、限定される。これを達成するために、ガイドのシャフト
を、任意選択により、輪郭４００ａから離して、中心に向かって離間させることが有利で
ある。この場合、柱４１４ｃは、輪郭４００ａから離れ、背部壁４１３は、ここではガイ
ド４１４に向かって湾曲する。
【０１３１】
　図５および図６ならびに次いで図７および図８は、プレート４のキャップ５の別の例の
実施形態を示す。
【０１３２】
　図５および図６のキャップ５は、これがスタッド５０８を有さず、円筒状部分５０７が
、ここでは位置戻り部材４０７として働くブレードばねをその中に挿入するように構成さ
れたくぼみ、またはスロット５０６を備えるという点で、先行の例の実施形態とは異なる
。これに対応して、図７および図８のプレート４は、中央スタッド４０３のスロット４０
４が、図５および図６の円筒状部分５０７のくぼみ５０６と連続してブレードばね４０７
の端部を受け入れるために支持体の半径に沿って形成されるという点で異なる。この例の
実施形態では、ブレードばね４０７は、キャップ５がプレート４に対して枢動されたとき
に曲げられる。
【０１３３】
　さらに、この例の実施形態では、結合戻り部材４１６は、２つの波形座金を備える。
【０１３４】
　したがって、キャップ５および結合プレート４が組み立てられたとき、蓋３は、このと
き、たとえば図１０および図１１に表される「静止」位置と、たとえば図１２に表される
「開」位置とをとるように構成される。
【０１３５】
　したがって、キャップ５および結合プレート４が組み立てられたとき、結合プレート４
の支持体４００の輪郭４００ａは、キャップ５の内側輪郭表面５０３ａと向かい合い、カ
ム５０４の支承面５０４ｃは、少なくとも結合戻り部材４１６に接触する。位置戻り部材
４０７は、キャップ５のスロット５０６およびプレート４のスロット４０４に同時に挿入
されてここでその役割を果たす。さらに、キャップ５のスタッド５０８の支承表面５０８
ａは、次いで、キャップがこれを有する場合にプレート４の中央スタッド４０３上を圧迫
する（これは図１０にあてはまらない）。
【０１３６】
　キャップ５と結合プレート４の間の組み立ては、任意の適切な手段によって、たとえば
結合プレート４をキャップ５の内側に保持するサークリップによって、またはたとえば結
合プレート４をキャップ５内にスナップ係合することによって達成される。企図され得る
別の可能性はまた、図１０が示すように、キャップ５がプレート４にねじで取付られるこ
とである。
【０１３７】
　静止位置では、少なくとも１つの爪４１１は、くぼみ２０２内に係合される。キャップ
５および結合プレート４は、互いに対して配向され、それにより、軸方向カム５０４の少
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なくとも１つの突出活性ゾーン５０５は、各々の結合部材４１０の戻りアーム４１２が高
位置になるように、少なくとも１つの結合戻り部材４１６に対して配置される。換言すれ
ば、軸方向カム５０４の少なくとも１つの突出活性ゾーン５０５は、少なくとも１つの結
合戻り部材４１６の変形を引き起こさず、または少なくとも爪４１１をくぼみ２０２から
離すには不十分な変形しか引き起こさない。結合戻り部材４１６、ならびにキャップ５を
静止位置配向になるように結合プレート４に対して自動的に戻すように働く位置戻り部材
４０７は、次いで、最小の変形の自然な、中立の構成にある。結合戻り部材４１６が２つ
の波形座金を備える図１０に表される場合では、軸方向カム５０４の突出活性ゾーン５０
５の各々の頂点は、次いで、上側波形座金のトラフ４１８と向かい合っており、下側座金
の隆起部の反対側にある。キャップが示されない図４では、結合戻り部材４１６は、単一
の波形座金を備え、軸方向カム５０４の突出活性ゾーン５０５の各々の頂点は、このとき
波形座金のトラフ４１８と向かい合っている。
【０１３８】
　ポット１を開放することは、蓋３をベース２に対して回転させることである。蓋３を枢
動させることは、ここでは、キャップ５の結合プレート４に対する枢動を生じさせ、その
結果、各々の結合部材４１０を傾斜させ、したがってここでは各々の爪４１１をネック部
２０１から離すことによって、各々の爪４１１をそのくぼみ２０２から取り除く。各々の
戻りアーム４１２が、結合プレート４に対するキャップ５の所定の回転角度に対応する、
所定の量だけ下げられるとすぐに、各々の爪は、次いで、リム２０４の周りを通過するこ
とができる。
【０１３９】
　回転が行われるとき、少なくとも１つの突出活性ゾーン５０５は、結合戻り部材４１６
上を漸進的に圧迫する。これは、結合戻り部材４１６の圧縮を誘発し、それにより、低位
置を得る戻りアーム４１２の下降、したがって対応する結合部材４１０の傾斜を駆動し、
したがって、ベース２のネック部２０１のくぼみ２０２から係合解除する爪４１１の引き
離しを駆動する。
【０１４０】
　ここでは、各々の突出活性ゾーン５０５は、トラフ４１８から波形座金の隆起部４１７
に沿って延びる。突出活性ゾーン５０５の頂点が、波形座金の隆起部４１７の頂点に到達
するとき、またはその前になり得る、特定の所定の圧縮から開始して、結合部材４１０の
傾斜は、たとえば図１２に表すように、対応する爪４１１をくぼみ２０２から係合解除す
るのに十分なものである。
【０１４１】
　所定の圧縮は、キャップ５と結合プレート４の間の所定の回転角度、および戻りアーム
４１２の所定の降下に対応する。この例の実施形態では、突出活性ゾーン５０５の頂点は
、キャップ５が静止位置に対して約４５°回転するたびに波形座金の隆起部４１７の頂点
に到達する。したがって、小さくなり得る所定の圧縮に対して、回転角度は、たとえば０
°から４５°の間に含まれる。したがって、所定の圧縮は、たとえば、結合プレート４に
対して、４０°、またはさらに３０°、またはたとえば好ましくは１５°の回転をキャッ
プ５に与えることが必要であるように固定され得る。プレート４に対するキャップ５の回
転は、ベース２上に配向されたプレート４を維持することに寄与する、ベース２のネック
部上のシール接着によってより一層容易にされる。各々の結合部材４１０は、次いで、傾
斜運動を有し、すなわち戻りアーム４１２の自由端部は、対応する量だけ下げられ、爪４
１１はくぼみ２０２から離れる。
【０１４２】
　並行して、位置戻り部材４０７は、これが結合プレート４のスロット４０４およびキャ
ップ５のスロット５０６の両方に保持されるという事実によって変形される。
【０１４３】
　したがって、この開放位置を得るために、結合プレート４にブレーキをかけ、さらには
これを回転式に、またはネック部２０１に対する摩擦または接着だけで保持することが好
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ましい。
【０１４４】
　しかし、これは、爪４１１の１つが、くぼみ２０２のリブ２０５上に当接状態にあると
いう事実によって強化することができ、これは、たとえば図１４に見ることができる。
【０１４５】
　設けられる場合の便宜上、リブは、好ましくは、リム２０４に対するくぼみ２０２の深
さにほぼ等しい厚さのものであり、それにより、爪４１１は、リム２０４の下方から係合
解除することができない限り、リブの上方を通過することはできない。
【０１４６】
　たとえば、図１４に表されるように、ベース２は、４つのリブを備えることができ、そ
れにより、以上で説明された蓋３の各々の爪４１１は、蓋の回転方向がどのようなもので
あれ、リブを圧迫する。この最後の構成では、２つの連続するリブは、たとえば、爪が各
々の方向に角度的にロックされるために、爪の幅と等しい距離だけ互いから離間される。
【０１４７】
　別の例によれば、ベースは、少なくとも１つのリブを備え、このリブは、ネック部の円
周に沿って、２つの結合部材間、またはその結合部材の２つの側部間に画定された空間に
等しい距離にわたって延び、それにより、結合プレートは、そのために、各々の回転方向
の配向でロックされる。蓋が単一の爪４１１のみを備える場合では、くぼみ２０２は、た
とえば、蓋が静止位置にあるときに爪４１１が中に係合する凹部によってネック部２０１
上に画定され得る。蓋が少なくとも２つの爪４１１を備える別の場合では、少なくとも１
つのリブは、たとえば、２つの連続する爪４１１間を延びる。当然ながら、これらの異な
る構成を組み合わせることが可能である。
【０１４８】
　開放位置において、図１２に示されるように、各々の結合部材４１０は、次いで、第１
の位置に対して傾斜された第２の位置に到達し、結合戻り部材４１６および位置戻り部材
４０７は、蓋３を自動的に静止位置に戻しやすくなる。実際、位置戻り部材４０７は、蓋
３にユーザによって与えられたものに対する反回転を誘発して自然な位置に戻ろうとし、
さらに、結合戻り部材４１６は、戻りアーム４１２を上昇させようとして、これに加えら
れた圧縮に対して作用し、それによって、これもまた、対応する突出活性ゾーン５０５を
押し戻しやくなる。
【０１４９】
　通常、位置戻り部材４０７は、さらに、キャップ５を結合プレート４に対して、突出活
性ゾーン５０５の各々の頂点が、結合戻り部材４１６の対応する隆起部４１７の頂点を超
えて延びる相対的角度を超えて回転させることを回避するように働き、その結果、ここで
も各戻りアーム４１２を上昇させ、ポット１を開くことをより難しくする。
【０１５０】
　以上で説明されたようなポット１は、たとえば蓋３をベース２上にクリップ留めするこ
とによってさらに容易に閉じられる。
【０１５１】
　そのような蓋３は、したがって、少なくとも１つの周囲くぼみ２０２を備えた対応する
直径のネック部２０１を備える、化粧品を含むように提供されたいかなるベース２にも容
易に適合可能である。
【０１５２】
　例示として、図１３から図１５は、正方形輪郭と、これもまた正方形である開口部とを
有するポット１の別の例の実施形態を示す。
【０１５３】
　図１４は、特に、ネック部に、ここではネック部の各側の中央に形成されたくぼみ２０
２が設けられることを示しており、２つの連続するくぼみは、以上で説明されたように、
リブ２０５によってここでは分離されている。
【０１５４】
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　以上で説明されたような蓋は、したがって、丸いネック部を備えたベースと同じように
して、正方向ネック部を備えたベースにも適合可能である。
【０１５５】
　正方形ネック部または丸いネック部は、したがって、１つまたは複数のリブを備え、ま
たはこれを備えない。さらに、正方形輪郭のポットの場合、ネックがリブを有さない場合
、蓋とベースの間の輪郭合致は、当然ながら、任意の他の手段によって提供され得る。
【０１５６】
　当然ながら、本発明は、先行する説明または添付の図に限定されず、当業者の能力内の
あらゆる変形形態を包含する。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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